
第４回 新開成中学校・新陽明中学校再編準備委員会

と き 令和５年６月２０日（火）

午後７時より

ところ 結とぴあ ３０５・３０６号室

１ 開 会

２ 開会あいさつ

３ 議 事

（１）部会報告 資料１

① 新開成中学校 総務部会

② 新陽明中学校 総務部会

③ ＰＴＡ部会（合同） 資料２－１ 資料２－２

④ 学校運営部会（合同）

⑤ 新開成中学校 通学安全部会 資料３－１

⑥ 新陽明中学校 通学安全部会 資料３－２

（２）その他

４ そ の 他

次回開催予定時期 令和５年１１月頃

５ 閉会あいさつ



◆◆◆ 傍聴される方へのお願い ◆◆◆

本委員会は、大野市教育委員会傍聴規則により傍聴を行います。

このため、傍聴される方は、大野市教育委員会傍聴規則に定められている事項をお

守りいただき、会議の円滑かつ適正な運営にご協力ください。

◆ 禁止事項

次のいずれかに該当する人は傍聴できません。

（１）酒気を帯びている人

（２）会議の妨害になると認められる器物等を持っている人

（３）その他、教育長が傍聴を不適当と認めた人

◆ 入室の制限

傍聴人席が満席となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否

する時があります。

◆ 傍聴人の遵守事項

傍聴人は、次の事項を守ってください。

（１）帽子、防寒着等を着用しないこと。

（２）飲食又は喫煙をしないこと。

（３）静かに傍聴し、私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。

（４）議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

（５）携帯電話を使用しないこと。

（６）写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしないこと。（教育長の許可を得た者

を除く。）

（７）その他、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

◆ 傍聴人の退場

委員会で、公開しないことと議決された時は、速やかに退場してください。

大野市教育委員会傍聴規則に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあると認められた

時は退場をお願いしますので、速やかに退場してください。



第４回大野市立学校再編準備委員会【部会報告】

＜総務部会＞

●新開成中学校

〇開催日

第３回学校再編準備委員会以降の部会の開催はありませんでした。

〇進捗状況

・上庄地区の統合記念事業は、実行委員会が立ち上がり、記念碑の作製、記

念誌の発行、記念イベントの実施等に向けた協議が進められている。

〇協議の結果（承認事項）

・特になし。

●新陽明中学校

〇開催日

・第３回学校再編準備委員会以降の部会の開催はありませんでした。

〇進捗状況

・尚徳中校区の統合記念事業については、富田地区、阪谷地区、五箇地区と

もに検討委員会で実施に向けた協議を進められており、７月に実行委員会

が立ち上がる予定。

〇協議の結果（承認事項）

・特になし。

＜PTA 部会＞（合同）

〇開催日 ３月１４日（火）制服・体操服選定一次審査会

３月２７日（月）〃二次審査会

５月２３日（火）第８回 PTA 部会（合同）

６月１５日（木）第９回 PTA 部会（合同）

〇主な意見

・学校展示候補として、制服３デザイン、体操服４デザインを選定する。

・子どもたちの投票結果を尊重して、最終のデザイン候補を選定する。

資料１



・ネクタイやリボンは着脱がしやすい方が良い。

・校章や校名などのロゴを入れて区別する必要はない。

・制服は市内統一できると良い。

・新制服、新体操服が決まったら保護者や市民に周知していく。

〇協議の結果（承認事項）

①再編時の新１年生が着用する新開成中と新陽明中の制服は別紙（資料２

－１）のとおりとする。なお、ワッペン等で区別することはしない。

②制服のネクタイのサイズはＭとＬの中間サイズのみとする。

③制服のネクタイとリボンは着脱がしやすい金具フック式とする。

④再編時の新１年生が着用する新開成中と新陽明中の体操服は別紙（資料

２－２）のとおりとする。なお、ロゴ等をいれて区別することはしない。

＜学校運営部会＞（合同）

〇開催日

第３回学校再編準備委員会以降の部会の開催はありませんでした。

〇進捗状況

・３月１４日（火）に新開成中校区の１年生が事前交流を行った。

・３月１４日（火）に新陽明中校区の１年生が事前交流を行った。

・６月１４日（水）に新開成中校区の１年生と２年生が事前交流を行った。

・６月１４日（水）に尚徳中と和泉中の１年生、２年生、３年生が交流を

行った。

・今年度は、学期に１回程度１年生と２年生が事前交流を実施する予定。

〇協議の結果（承認事項）

・特になし。

＜通学安全部会＞

●新開成中学校

〇開催日

令和５年６月１３日（火）第５回通学安全部会開催



〇主な意見

・スクールバスの乗車管理の方法については、出発時刻の管理と自己管理を

基本としてはどうか。

・自宅から停留所までの安全確認を行う必要がある。

・緊急時の対応を含めた安全確保を進めていくべきである。

・保護者と学校が協議した今回のルート案と停留所案を決定としたい。

〇協議の結果（承認事項）

①令和６年度のスクールバスの運行基本ルートを別紙（資料３－１）のとお

りとする。

ただし、生徒の状況に応じてルートの見直しを行う場合がある。

②令和６年度の停留所を別紙のとおりとし、関係者への協力依頼を行う。

●新陽明中学校

〇経過報告

令和５年６月１２日（月）第５回通学安全部会

〇主な意見

・スクールバスの乗車管理の方法については、今後も検討が必要。

・自宅から停留所までの安全確認を行う必要がある。

・緊急時の対応を含めた安全確保を進めていくべきである。

・保護者と学校が協議した今回のルート案と停留所案を決定としたい。

・バスの位置情報システムは導入してほしい。

・バスの位置情報や時間を生徒が停留所で確認できる方法を検討したい。

〇協議の結果（承認事項）

①令和６年度のスクールバスの運行基本ルートを別紙（資料３－２）のとお

りとする。

ただし、生徒の状況に応じてルートの見直しを行う場合がある。

②令和６年度の停留所を別紙のとおりとし、関係者への協力依頼を行う。



新 制服
※仕様によって価格が変動する場合あり

資料２－１



新 体操服
※仕様によって価格が変動する場合あり

資料２－２



新開成中学校　スクールバス運行基本ルート

①今井・榎ルート
A 今井集落センター
B 平澤ふれあい会館
C 西山T字路
D 木本荒子町入口
E 木本バス停
F 木本新田
G 榎ふれあい会館

開成中学校へ

②佐開・下据ルート
A 佐開ふれあい会館
B 五条方集落センター
C 旧今井バス停
D 稲郷集落センター
E 上庄小学校
F 上据ふれあい会館
G 上庄モータース倉庫
H 下据バス停

開成中学校へ

③東山・吉ルート

A 東山生活改善センター入口
B 友兼バス停
C 開発生活改善センター
D 森政地頭生活改善センター
E 医王寺ふれあい会館
F 森政領家
G 吉（菅原整骨院前）

開成中学校へ

所要時間（乗降時間含む）

所要時間（乗降時間含む）

所要時間（乗降時間含む）

３０分

２８分

３０分

AC
D

E

G

A
B

E
F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

①今井・榎ルート

②佐開・下据ルート

③東山・吉ルート

上庄中校区→開成中

B

F

D

C

開成中学校

資料３－１



新陽明中学校　スクールバス運行基本ルート

①南六呂師・川上ルート
A 旧六呂師小
B 阪谷郵便局
C 松丸バス停
D 川上生活改善センター

陽明中学校へ

②蕨生・田野ルート
A 旧蕨生小
B 塚原バス停
C 井ノ口集落センター
D 田野ふれあい会館

陽明中学校へ

③柿ヶ嶋・森目ルート
A 柿ケ嶋馬橋
B 下唯野園芸生産組合前
C 七板ふれあい会館
D 富嶋集落センター
E ぶるー夢森目

陽明中学校へ

④勝原・下麻生嶋ルート
A 五箇公民館
B 富田公民館
C JA大野東支店
D 下麻生嶋集落センター

陽明中学校へ

所要時間（乗降時間含む）

所要時間（乗降時間含む）

所要時間（乗降時間含む）

所要時間（乗降時間含む）

２９分

２２分

２４分

２９分

A

C

B

D

A

C

D

C

B A

D

E

B

B

C

①南六呂師・川上ルート

③柿ヶ嶋・森目ルート

②蕨生・田野ルート

④勝原・下麻生嶋ルート

尚徳中校区　⇒　陽明中

Ａ（五箇公民館より）

D

至　陽明中学校

至　陽明中学校

資料３－２


